
長浜市告示第１２９号 

 

長浜市有害鳥獣捕獲等報償金交付要綱（平成29年長浜市告示第142号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

別表捕獲の部ニホンジカ（成獣オス）の項中「１７，０００円」を「１９，５００円」

に改め、同部ニホンジカ（成獣メス）の項中「２２，０００円」を「１９，５００円」に

改め、同部鳥類捕獲の項中「９００円」を「１，０００円」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


